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【事業報告書】 

 

１．会議の開催状況  

（１）理 事 会  

日  時  ２０２２年 ５月２７日（金） １１時００分～１１時４０分  

場  所  高山信用金庫 本店 ２階役員会議室  

議  案  第１号議案「２０２１年度事業報告（案）」について 

   第２号議案「２０２１年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書 

）及び附属明細書並びに財産目録の承認（案）」について 

        第３号議案「会計処理規則」の一部改訂について 

第４号議案「２０２２年度第１回評議員会の招集（案）」について 

報告事項 （１）代表理事及び専務理事の職務執行報告 

 

日  時  ２０２３年 ３月１４日（火）１１時００分～１１時３５分 

場  所  高山信用金庫 本店 ２階役員会議室  

議  案  第１号議案「２０２３年度助成案件（案）」について 

第２号議案「２０２３年度事業計画及び収支予算（案）」について 

報告事項 （１）代表理事及び専務理事の職務執行報告について 

 

（２）評議員会  

日  時  ２０２２年 ６月１４日（火） １１時００分～１１時４０分  

場  所  高山信用金庫 本店 ２階役員会議室  

議  案  第１号議案「２０２１年度事業報告（案）」について 

   第２号議案「２０２１年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書 

）及び附属明細書並びに財産目録の承認（案）」について 

        第３号議案「会計処理規則」の一部改訂について 

報告事項 （１）代表理事及び専務理事の職務執行報告 

 

日  時  ２０２３年 ３月１４日（火）１３時３０分～１４時００分 

場  所  高山信用金庫 本店 ２階役員会議室  

議  案  第１号議案「２０２３年度助成案件（案）」について 

第２号議案「２０２３年度事業計画及び収支予算（案）」について 

報告事項 （１）代表理事及び専務理事の職務執行報告について 
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２．事業の実施状況 

２０２２年度の事業について、定款第４条に定める事業を対象として助成希望者の募集を

行った結果、飛騨地域の６団体から１０５万円の助成申請があり、当財団の２０２２年３月

開催の理事会において助成先の選考および助成金額を諮り、評議員会の承認を経て助成金額

が決定され、下記のとおり事業を実施しました。 

助成受付期間    ２０２１年４月１日から２０２２年２月２８日 

助成実施期間    ２０２２年４月１日から２０２３年３月３１日 

助成決定事業    ６団体 １０５万円 

助成実施事業    １団体  ２０万円 

前年度と同様に、新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響により、実施できたのは１

団体の２０万円のみであり、実施することが困難となった助成事業５件の助成金８５万円に

つきまして、２０２３年度に１件２０万円が延期することとし、残りの４件６５万円は取下

げとなりました。 

２０２２年度から２０２３年度に延期された事業は以下のとおりです。 
社会生活環境 /１５周年記念ぼんぼりゆめ街道事業          ２０万円 

（１） 地域の産業振興発展助成事業 

（助成 １件 ２０万円、延期 ０件  ０万円、取下 ２先 ３５万円） 

① 飛騨高山フューチャープロジェクト（２０万円） 

事業名：飛騨高山地域おしごと発見隊 

目 的：飛騨地域の企業や店舗で小中学生が地元企業の魅力を知ってもらうため、 

夏休み期間を利用して職業体験することへの助成事業 

概 要：飛騨地域以外への就職者の割合が多いことから、小中学生を対象に自分の 

住んでいる地域・仕事・人の魅力を知ることで、地域への愛着をもち、将来

的に若者流出減少に歯止めをかけること、職業体験により、まち・様々な年

代の市民とのふれあうことの創出などに寄与する事業に助成することがで

きました。今回は高山市及び飛騨市を対象とし、和菓子屋、消防署、農家、

図書館など１０１事業所において職業体験が実施することができました。 

（２） 地域の社会生活環境の整備に関する助成事業 

（助成 ０件  ０万円、延期 １件 ２０万円、取下 ０先  ０万円） 

（３） 文化・スポーツ等に関する助成事業 

（助成 ０件  ０万円、延期 ０件  ０万円、取下 ２先 ３０万円） 

 

【事業報告の附属明細書】 

２０２２年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第

３４条第３項に規定する附属明細書に記載すべき「事業報告の内容を補足する重要な事項」

が存在しないので、これを作成しない。 


